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１ 計画策定の趣旨 

 本市の簡易水道事業は、市の北西部に位置する中島地区と、北部に位置する北条地区の簡

易水道に給水を行っています。 

中島地区は島しょ部、北条地区は山間部という地理的条件下で、上水道に比べ給水人口が

少なく規模も小さいことから、効率的な経営が難しいことに加え、施設の老朽化に伴う更新

改良や耐震化等に多額の事業費が必要となるなど厳しい経営環境にあります。 

 こうした経営環境下で、施設更新等の手法を機能面・財政面から検証し、中長期の計画と

なる「松山市簡易水道事業経営戦略」を策定することで、将来にわたって簡易水道事業を維

持・継続するための取組みを推進するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

本経営戦略は、本市の上位計画である「第 6 次松山市総合計画」をはじめ関連計画の内容

を反映させるとともに、厚生労働省の「新水道ビジョン」など国の方向性に基づき施設整備

方法を検討し、策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 本経営戦略の計画期間は、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。 

 

 

 

第１章 計画の概要 

松山市簡易水道事業経営戦略 

第 6次松山市総合計画 

長期的水需給計画 

 基本計画（改訂版） 

松山市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

・新水道ビジョン（2013年 3月） 

・インフラ長寿命化計画（行動計画） 

（2015年 3月） 

松山市公共施設等 

総合管理計画 

関連計画 上位計画 

反
映 

国の方向性 

整
合 

【厚生労働省】 

・公営企業の経営に当たっての留意事項について 

（2014年 8月） 

・「経営戦略」の策定推進について（2016年 1月） 

【総務省】 
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１ 沿革 

中島地区の簡易水道は、瀬戸内海に浮かぶ 6 つの有人島に位置しており、旧中島町によ

り昭和 20 年代から 30 年代にかけて順次創設されました。各島とも、中央部が山地で直下

に海が迫り平地が少ないという地勢的制約がある中で、水不足を補うための水源開発を実

施するとともに、環境の変化により悪化した水質の改善や、施設の老朽化対策事業にあわせ

て施設の統廃合を行い、経費の節減を図ってきました。また、国の制度改正に伴い、9 つの

簡易水道を一体的に管理する必要が生じたため、ソフト統合し、現在は中島地区簡易水道と

して運営しています。 

北条地区の簡易水道は、高縄山系の山間部に点在しており、旧北条市により昭和 30 年代

から 40 年代にかけて順次創設されました。その後、上水道への統合や廃止を経て、現在は

萩原簡易水道、立岩米之野簡易水道、院内簡易水道、横谷簡易水道、客簡易水道の 5 つの簡

易水道を運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 事業概要 

【中島地区】 

年月 創設等の事業経過 

S26.4 
饒地区簡易水道及び 

睦月地区簡易水道を創設 

S27.4 
宇和間地区簡易水道及び 

野忽那地区簡易水道を創設 

S28.4 
畑里地区簡易水道及び 

吉木地区簡易水道を創設 

S29.4 大浦・小浜地区簡易水道を創設 

S30.4 神浦地区簡易水道を創設 

S33.4 長師・宮野地区簡易水道を創設 

S35.4 津和地地区簡易水道を創設 

S36.4 怒和地区簡易水道を創設 

S37.4 二神地区簡易水道を創設 

S39.4 中島粟井地区簡易水道を創設 

H17.1 
市町合併に伴い松山市が 

旧中島町から簡易水道事業を引継 

H19.4 

（H16.5認可） 

饒地区、畑里地区、宇和間地区及び

吉木地区簡易水道を西中島地区簡易

水道に統合 

H23.4 

（H18.3認可） 

長師・宮野地区及び大浦・小浜地区

簡易水道を東中島地区簡易水道に 

統合 

H27.4 

（H27.3認可） 
全地区を中島地区簡易水道に統合 

 

【北条地区】 

年月 創設等の事業経過 

S33.4 横谷簡易水道を創設 

S35.3 猿川原簡易水道を創設 

S36.1 九川簡易水道を創設 

S36.4 小川谷簡易水道を創設 

S38.3 
萩原簡易水道及び 

大遊寺簡易水道を創設 

S47.3 院内簡易水道を創設 

S49.3 立岩米之野簡易水道を創設 

S57.7 客簡易水道を創設 

H17.1 
市町合併に伴い松山市が 

旧北条市から簡易水道事業を引継 

H19.4 

（H14.3認可） 
猿川原簡易水道を上水道に統合 

H20.4 

（H14.3認可） 

小川谷簡易水道及び大遊寺簡易水道

を上水道に統合 

H24.3 九川簡易水道を廃止 

 

※中島地区、北条地区ともに拡張事業は省略 
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２ 施設概要 

本市の簡易水道施設は、島しょ部と山間部に小規模なものが点在しており、多くの施設は、

地下水や表流水を取水し緩速ろ過方式で浄水処理を行っています。 

また、中島地区の各施設は、遠隔監視装置により集中監視しており、異常発生時には迅速

に状況を確認し、修繕等の緊急対応を行っています。 

令和 2 年 3 月 31 日現在、給水人口は 2,475 人、1 日平均給水量は 656 ㎥/日となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 水源種別 施設能力 

(㎥/日) 
浄水方法 配水池数 管路延長 

中
島
地
区
簡
易
水
道 

東中島地区 表流水・地下水・海水 504 緩速ろ過・海水淡水化・窒素除去 3 

106.3km 

（内訳） 

導水管 29.9km 

送水管  7.9km 

配水管 68.5km 

神浦地区 表流水・地下水 130 緩速ろ過・活性炭処理・窒素除去 1 

西中島地区 地下水 249 窒素除去・急速ろ過 2 

中島粟井地区 表流水・地下水 60 緩速ろ過・活性炭処理 1 

怒和地区 表流水・地下水 124 急速ろ過・窒素除去 1 

津和地地区 表流水・湧水 136 急 速 ろ 過 ・ 活 性 炭 処 理 ・ 窒 素 除 去 1 

二神地区 表流水・海水 115 急速ろ過・活性炭処理・海水淡水化  1 

睦月地区 表流水・地下水 140 緩速ろ過 1 

野忽那地区 地下水 113 緩速ろ過 1 

萩原簡易水道 地下水 37.5 （消毒のみ） 1 
12.2km 

（内訳） 

導水管  0.4km 

送水管  1.1km 

配水管 10.7km 

横谷簡易水道 表流水 40.0 緩速ろ過 1 

院内簡易水道 表流水 18.0 緩速ろ過 1 

立岩米之野簡易水道 表流水 34.0 緩速ろ過 2 

客簡易水道 地下水 60.3 （消毒のみ） 1 

（令和 2年 3月 31日現在） 

 

 

 

伊予北条 

興居島 

松山観光港 

野忽那
のぐつな

島
じま

 

中 島
なかじま

 怒和
ぬわ

島
じま

 
津和地
つわじ

島
じま

 

睦月
むづき

島
じま

 二 神
ふたがみ

島
じま

 

中島地区簡易水道 

萩原
はぎわら

簡易水道 

立岩
たていわ

米之野
こ め の の

簡易水道 

客
きゃく

簡易水道 

院内
いんない

簡易水道 

横谷
よこだに

簡易水道 
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３ 料金制度 

簡易水道の料金は、水道メーターの口径別に定めている基本料金と、使用水量が多くなる

につれて逓増する従量料金によって構成されています。 

消費税率の引上げに伴うものを除き、直近では、平成 20 年 4 月 1 日に料金改定を実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中島地区】 

メーター 

口径 

基本料金 

（月額） 

従量料金（月額） 

用途 口径 段階 使用水量 1㎥につき 

13mm 1,728円 

一
般
用 

13,20 

mm 

第 1段 
1㎥ 

10㎥  

から 

までの分 
75円 

20mm 1,728円 第 2段 
10㎥ 

20㎥ 

を超え 

までの分 
320円 

25mm 2,828円 第 3段 
20㎥ 

30㎥ 

を超え 

までの分 
419円 

30mm 3,981円 第 4段 
30㎥ 

50㎥ 

を超え 

までの分 
425円 

40mm 5,657円 第 5段 50㎥ を超える分 430円 

50mm 9,428円 

25mm 

以上 

第 1段 
1㎥ 

20㎥ 

から 

までの分 

 

320円 

75mm 18,857円 第 2段 
20㎥ 

30㎥ 

を超え 

までの分 
419円 

75mmを超えるものは 

管理者が別に定める。 

第 3段 
30㎥ 

50㎥ 

を超え 

までの分 
425円 

第 4段 50㎥ を超える分 430円 

 

【北条地区】 

メーター 

口径 

基本料金 

（月額） 

従量料金（月額） 

用途 口径 段階 使用水量 1㎥につき 

13mm   785円 

一
般
用 

13,20 

mm 

第 1段 
1㎥ 

10㎥ 

から 

までの分 
37円 

20mm   785円 第 2段 
10㎥ 

20㎥ 

を超え 

までの分 
147円 

25mm 1,362円 第 3段 
20㎥ 

30㎥ 

を超え 

までの分 
152円 

30mm 1,885円 第 4段 
30㎥ 

50㎥ 

を超え 

までの分 
157円 

40mm 2,724円 第 5段 50㎥ を超える分 162円 

50mm 4,610円 

25mm 

以上 

第 1段 
1㎥ 

20㎥ 

から 

までの分 
147円 

50mmを超えるものは 

管理者が別に定める。 

第 2段 
20㎥ 

30㎥ 

を超え 

までの分 
152円 

第 3段 
30㎥ 

50㎥ 

を超え 

までの分 
157円 

第 4段 50㎥ を超える分 162円 
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１ 施設状況 

（１）管路 

  管路は、総延長が約 120km で、その布設時期は創設期や拡張期である昭和 20 年代～

50 年代と、老朽管更新や再編事業等を実施した平成以降に集中しています。現在、昭和

50 年代までに整備した管路の老朽化が進んでおり、法定耐用年数を超過している管路は、

令和元年度末時点で 36.6%となっています。 

  また、中島地区では、地質由来の鉄・マンガンの影響により導水管が閉塞している箇所

があり、施設運転や維持管理に支障をきたしているため、対策が必要な状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）構造物・設備 

平成以降の構造物及び設備は、老朽化に伴う更新や施設再編等で整備したものであり、

水質改善を図るため高度処理を導入したことなどから、創設期や拡張期の取得価格に比

べ高くなっています。今後、創設期から使用している施設が順次更新時期を迎えることか

ら、多額の費用が必要となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 現状と課題 

※帳簿原価は現在価値に換算している。 

0
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(m)

（図1）管路の布設年度別延長
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（百万円）

（図2）構造物・設備の取得年度別帳簿原価
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（３）更新をしなかった場合の施設の健全度 

創設及び拡張事業から約 40 年経過しており、管路、構造物・設備ともに、老朽化が進

んでいます。 

仮に、今後、これら既存施設の更新をしなかった場合、年を経るごとに老朽化資産が増

加し、15 年後には構造物・設備の 5 割以上が老朽化資産になるとともに、20 年後には管

路についても 5 割以上が老朽化資産になり、施設の健全度が下がる見込みです。 

したがって、今後も簡易水道の安定給水を維持するためには、計画的な施設更新が必要

です。 
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（図3）管路の健全度の推移
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(百万円)

（図4）構造物・設備の健全度の推移

  健全資産       経年化資産       老朽化資産 

・「健全資産」とは、経過年数が法定耐用年数以内の資産 
 
・「経年化資産」とは、経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産 
 
・「老朽化資産」とは、経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超える資産 

延長 

帳簿原価 

※減価償却は加味していない。 
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２ 経営状況 

経営の現状や課題を把握するため、経営及び施設の状況を表す経営指標を用いて、類似

団体※との比較を行いました。 

  ※「類似団体」とは、給水人口 2,001 人以上 5,000 人以下の団体をいう。 

 

（１）経営の健全性 

「経常収支比率」は、平成 30 年度に豪雨災害の復旧に対する一般会計からの繰入金

により一時的に上がりましたが、傾向としては類似団体平均を下回っており、厳しい経

営状況が続いています。 

「流動比率」と「企業債残高対給水収益比率」は、国の補助制度や交付税措置のある

辺地対策債などを活用していることから、類似団体平均より高くなっています。 

 

 

 

 

経営指標 説明 算定式 備考 

(1)
経
営
の
健
全
性 

経常収支比率(%) 
経常費用が経常収益によってどの程度
賄われているかを示すもの(100%以上で
単年度収支が黒字) 

営業収益+営業外収益 

営業費用+営業外費用 
×100 高い方が良い 

流動比率(%) 
流動負債に対する流動資産の割合で、
短期債務に対する支払能力を示すもの
(理想比率は 200%以上) 

     流動資産      
流動負債 

×100 高い方が良い 

企業債残高対給水収益比率(%) 
給水収益に対する企業債残高の割合
で、企業債残高の規模を表す指標 

     企業債残高     
   給水収益 

×100 低い方が良い 

 

 

（２）経営の効率性 

「給水原価」は、簡易水道が置かれている立地条件等から効率的な経営が難しいため、

類似団体平均よりもかなり高くなっています。 

そのため、「料金回収率」は、類似団体平均を大きく下回っており、料金のみでは財

源が不足するため、一般会計からの繰入金により経営を維持しています。しかしながら、

島しょ部の料金は、上水道料金の 2 倍の設定になっており、料金水準の見直しは困難

な状況です。 
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経営指標 説明 算定式 備考 

(2)
経
営
の
効
率
性 

給水原価(円/㎥)  
有収水量 1㎥あたり、どれだけの
費用がかかっているかを表す指標 

経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価 

     +附帯事業費)-長期前受金戻入    

 年間総有収水量(料金算定分） 

 低い方が良い 

料金回収率(%) 
給水に係る費用が、どの程度給水
収益で賄えているかを表した指標 

      供給単価       
給水原価 

×100 高い方が良い 

 

 

（３）老朽化の状況 

「有形固定資産減価償却率」は、全国的に施設の老朽化が課題となっている中、本市

でも多くの施設の老朽化が進んでいるため、類似団体平均と同程度となっています。 

「法定耐用年数超過管路率」は、昭和 20～50 年代までに整備した管路の老朽化が進

んでいるため、類似団体平均よりも高くなっています。今後、国庫補助金等の有利な財

源を活用し、計画的に更新を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指標 説明 算定式 備考 

(3)
老
朽
化
の
状
況 

有形固定資産減価償却率(%) 
有形固定資産のうち償却対象資
産の減価償却がどの程度進んで
いるかを表す指標 

有形固定資産減価償却累計額 
有形固定資産のうち償却対象資産 

×100 低い方が良い 

法定耐用年数超過管路率(%) 
法定耐用年数を超えた管路延長
の割合を表した指標 

法定耐用年数を超えている管路延長 
管路延長 

×100 低い方が良い 
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３ 経営基盤強化に向けたこれまでの取組 

（１）施設の集約化 

  平成 17 年 1 月の市町合併後、西中島地区と東中島地区では、複数の簡易水道を統合整

備し施設の集約化を図るとともに、老朽化施設の更新や水質改善に取組みました。これに

より、運用施設数が減少し、将来的な更新事業費や維持管理費用の削減につながっていま

す。 

 

（２）効率的な維持管理 

  中島地区の簡易水道施設は各島に分散しているため、平成 28～29年度に各施設の運転

状況や送水・配水流量等を集中監視できるよう遠隔監視装置を整備しました。これにより、

施設異常を即座に察知し、事故発生前に修繕することで大事故を予防できており、維持管

理費用の削減につながっています。 

 

（３）ソフト統合による有利な財源の確保 

平成 19 年度に国庫補助制度の見直しがあり、中島地区の簡易水道は、従来の 9 つの簡

易水道のままでは平成 29 年度以降は国庫補助の対象外になるため、将来にわたり有利な

財源である国庫補助金を確保できるよう、平成 27 年 4 月に 9 つの簡易水道をソフト統合

し中島地区簡易水道として運営しています。 

 

 

４ 課題 

 本市簡易水道事業の施設及び経営の現状を踏まえて整理した課題は、以下のとおりです。 

（１）多くの地区で施設の老朽化が進み、水道管からの漏水や設備機器の故障が頻発してい

るため、施設を維持するための対策が必要です。 

 

（２）東中島地区の導水管閉塞など、適切な施設の運転や水運用に支障をきたす事案が発生

していることから、より安定的に給水するための施設改良が必要です。 

 

（３）今後、施設更新の投資や減価償却費の増加など、財政負担が増大することが見込まれ

ているため、事業経営を維持するための対策が必要です。 
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１ 経営の基本方針 

 施設の老朽化や人口減少など厳しい経営環境下で、事業経営を維持し、生活に欠かせない

水道水を供給し続けるため、以下のとおり経営の基本方針を定め、取組を推進していきます。 

 

 

 

 

   老朽化施設への対応については、財政負担を考慮し事業費の平準化を図るとともに、

優先順位を付けて施設更新を進めます。 

 

 

 

 

   導水管閉塞など施設の不具合に対し、安定給水を確保するための施設改良を 

進めます。 

 

 

 

 

継続した事業運営を行うため、国庫補助金等の有利な財源の活用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 経営の基本方針と主な取組 

優先順位を付けた施設更新 

施設改良による安定給水の確保 

有利な財源の活用による経営の維持 

▲二神浄水場内にある更新予定のろ過施設 
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２ 主な取組 

（１）管路の老朽化への対応 

 ①中島地区老朽管更新事業 

  厳しい経営状況の中、限られた財源を有効活用するためには、優先順位を付け計画的に

事業を進める必要があることから、現在実施している東中島地区配水管整備事業の完了

後は、各地区に給水拠点を設け（図 5）、そこ

につながる老朽管路を更新するとともに、漏

水等の事故履歴や布設状況などの情報をも

とに、維持管理上支障となっている老朽管路

についても更新を行います（図 6）。 

  これにより、災害時でも生活に欠かせない

安全な水道水を給水拠点で供給することが

できるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲更新によって新しくなった配水管 

指定避難所 
（中島公民館粟井分館） 

指定避難所 

（中島公民館吉木分館） 

指定避難所 
（中島小学校） 

指定避難所 

（神浦地域総合施設） 

指定避難所 

（中島公民館睦月分館） 

指定避難所 
（中島公民館野忽那分館） 

      指定避難所 
（津和地多目的集会施設） 指定避難所 

（中島公民館元怒和分館） 

指定避難所 
（中島公民館二神分館） 

中島粟井地区 

東中島地区 

睦月地区 

野忽那地区 

西中島地区 

怒和地区 

二神地区 

津和地地区 

(図 5)各地区の給水拠点 

     
    

水源 

配水池 

浄水場 

配水池 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

給水拠点 

： 本事業の更新対象の管路 

： 本事業の更新対象外の管路 

： 維持管理上の支障箇所 

(図 6)中島地区老朽管更新事業の対象管路 
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 ②事故多発管更新事業 

  老朽管の計画的な更新には一定の期間を 

要するため、漏水事故が頻発する老朽管につい

て、部分的に更新を行うことで、安定給水を維

持します。 

 

 

 

 

 

（２）構造物及び設備の計画的・効率的な更新 

  構造物及び設備は、破損や故障等が発生した場合の緊急対応が難しく、施設の機能停止

となれば給水への影響も大きくなります。そこで、実使用年数や上水道の事例を参考に 

適切な更新時期を設定します。 

また、財源が限られた中にあっては、効率的

に更新を進める必要があるため、各設備の仕様

や特性、重要度などを考慮し、「予防的に保全

するもの」と「事後的に保全するもの」に分類

することで、更新対象を限定し費用を抑制する

とともに、故障等のリスクへの備えを強化しま

す。 

 

 

（３）導水管閉塞への対策等 

  東中島地区では、水源である地下水の水質の影響により、水源地やポンプ場、浄水場を

つなぐ導水管の内面が閉塞していることに 

 よって水運用に支障をきたしています。 

そこで、閉塞の要因となる、水質を改善させ

るための施設整備や、管内面の洗浄等を行うと

ともに、老朽化が進行している浄水場等の施設

更新についても、最適な更新方法の検討を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ポンプ場内にある各水源地からの導水管 

 
▲浄水場内にある更新予定の水質計器 

 
▲漏水発生時の様子 
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１ 投資・財政計画の前提条件 

投資・財政計画は、投資試算をはじめとする支出と財源試算により示される収入が均衡し

た形（純損益が計画期間内で黒字となる形）で策定することとし、それらの試算にあたって

は、前述の「経営の基本方針と主な取組」に基づき、以下のとおり前提条件を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 投資計画 

上記の前提条件のもと、「管路」については、現在実施している東中島地区配水管整備事

業の完了後、事業費の平準化を図りながら、給水拠点につながる老朽管路及び維持管理上支

障となっている老朽管路の更新を優先的に進めるとともに、事故多発管についても随時更

新を行います。 

「設備」については、更新基準に基づき順次計画的に更新を行います。設備のうち、事後

的に保全するものについては、投資時期が確定できないため、便宜上、設置からの経過年数

等を考慮した時期に投資する計画としています。 

財政状況が厳しい中、投資額を抑制し平準化することで、計画期間 10 年間の投資額は、

総額約 20 億円（税抜）となる見込です。 

なお、「構造物」については、更新基準に基づくと計画期間の 10 年以内に更新時期が到来

する施設はないため、将来的な更新に向け計画策定を進めます。 

 

 

 

【計画全般】 

➢ 各地区の施設配置・規模は現状を維持 

➢ 有収水量は直近 10 年間の実績に基づき減少傾向で推移するものと予測 

➢ 建設改良費の財源として、国庫補助金、企業債及び辺地債を活用 

➢ 収益的収入の一般会計補助金は、現状と同程度の水準を維持 

 

【管路更新】 

➢ 財政規模を考慮し年平均 1 億 3,000 万円の範囲内で更新 

➢ 更新対象の優先順位を付け、計画的に更新 

 

【構造物・設備更新】 

➢ 構造物の更新基準は、法定耐用年数以上とし、施設の重要度を加味して設定 

➢ 設備の更新基準は、「予防的に保全するもの」と「事後的に保全するもの」の分類に応じ

て設定 

第５章 投資・財政計画（収支計画） 
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３ 財政計画 

 投資計画に基づき 10 年間の財政試算を行った結果、収益的収入は、人口減少によって料

金収入が減少するものの、一般会計補助金の維持や国庫補助金の活用に伴う長期前受金戻

入額の増加により、概ね一定で推移していく見込です。なお、料金収入は、過去 10 年間の

実績を踏まえた将来人口及び有収水量の予測に基づき算定しています（図 9）。 

 また、収益的支出は、管路及び構造物・設備の更新にかかる投資額を平準化することで、

減価償却費の増加が抑制できるため、これらにより、収支均衡が図られると考えています

（図 8）。 
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0
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

（百万円）（百万円）

（図7）建設改良費の内訳と内部留保資金残高等の推移

企業債残高 

内部留保資金残高 

構造物・設備 

管路 

その他 

【建設改良費】 

10年間の建設改良費 

項目 投資計画額（税抜） 

管路 1,140百万円 

構造物・設備 750百万円 

その他 110百万円 

合計 2,000百万円 

 

収益的収入      収益的支出（減価償却費）    収益的支出（その他）     当年度純損益 

内部留保資金残高 

企業債残高 建設改良費 

0

100

200

300

400

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

（百万円）

（図8）収益的収支及び当年度純損益の推移
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４ 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

（１）北条地区簡易水道の施設整備 

北条地区の 5 つの簡易水道は、施設の老朽化が進んでいますが、本市全体の課題とな

っている新規水源確保の見通しが立った段階で、上水道へのハード統合またはソフト統

合を行い、施設整備を実施します。そのため、それまでの間は、漏水時の迅速な修繕対応

など施設の維持管理を適切に行っていきます。 

 

（２）東中島地区の施設再編 

  東中島地区では、水源水質の影響で浄水場に至る導水管が閉塞するとともに、浄水場が

山間部にあるため平野部の水源からポンプ圧送しなければならず、非効率な施設配置に

なっており、また、老朽化も進んでいます。そこで、より効率的かつ安定的な施設への再

編整備に向けて、計画策定を進めます。 
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（図9）人口と料金収入の推移

予測 実績 

給水人口            料金収入 

▲老朽化が進む大浦第 1浄水場 
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１ 進捗管理と計画見直し 

本経営戦略で掲げた計画や取組については、「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）

－見直し（Action）」のサイクルを用いて実績との乖離やその原因を分析し、見直すことで

実効性を高めていきます。 

そのため、以下のとおり管理指標を設定し、投資・財政計画に基づいた中間目標と最終目

標を立てています。これらの指標を事業の進捗管理に活用しながら、概ね 5 年を目途に必

要な見直しを行います。 

 

 ＜経営の健全性＞ 

管理指標 
現状値 

（R 元年度） 
中間目標値 
（R7 年度） 

最終目標値 
（R12 年度） 

備考 

経常収支比率（%） 108.5 108 以上 102 以上 高い方が良い 

企業債残高対給水収益比率（%）  770.8 750 以下 720 以下 低い方が良い 

 

＜経営の効率性＞ 

管理指標 
現状値 

（R 元年度） 
中間目標値 
（R7 年度） 

最終目標値 
（R12 年度） 

備考 

給水原価（円/㎥） 1,197.5 1700 以下 1950 以下 低い方が良い 

料金回収率（%） 28.3 21 以上 18 以上 高い方が良い 

 

＜老朽化の状況＞ 

管理指標 
現状値 

（R 元年度） 
中間目標値 
（R7 年度） 

最終目標値 
（R12 年度） 

備考 

法定耐用年数超過管路率（%）  36.6 35 以下 30 以下 低い方が良い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 経営戦略のフォローアップ 



17 

 

 

 

 

１ 個別施設計画 

平成 29 年 2 月に策定された「松山市公共施設等総合管理計画」では、簡易水道事業の方

向性として、定期的な点検や機能診断等に基づき、計画的に修繕や更新を実施して、より効

率的な維持管理を行い、安定給水を確保することとしています。 

そこで、本経営戦略での投資・財政計画を踏まえた今後 10 年間の整備計画を以下のとお

りとし、適宜見直しを行いながら事業を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章末 付属資料 

管路

地区 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

東中島
工事 工事

詳細設計
工事 工事 工事

神浦
詳細設計 詳細設計

工事 工事 工事 工事 工事

睦月
詳細設計

工事 工事

野忽那
詳細設計

工事

二神
詳細設計

中島粟井

津和地

西中島
工事

怒和
工事

構造物

地区 種別 施設名
法定の

更新時期
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

導水 大浦ポンプ場 R24

大浦第１浄水場 R16
基本計画 基本計画

基本設計
変更認可

詳細設計

大浦第２浄水場 R29

大浦第３浄水場 R50

大浦第１配水池 R19

大浦第２配水池 R3

大浦第３配水池 R51

浄水 神浦浄水場 R16

配水 神浦配水池 R43

宇和間ポンプ場 R28

熊田ポンプ場 R27

畑里ポンプ場 R27

畑里集合井 R27

浄水 西中島浄水場 R48

西中島第１配水池 R48

西中島第２配水池 R46

神浦

R34年度頃から更新予定

R61年度頃から更新予定

西中島

導水

R66年度頃から更新予定

R65年度頃から更新予定

R65年度頃から更新予定

R65年度頃から更新予定

R66年度頃から更新予定

配水

R66年度頃から更新予定

R64年度頃から更新予定

給水施設 R6年度に整備予定

備考

東中島

R52年度頃から更新予定
(水需要に応じて統廃合を検討)

浄水

R13年度頃から更新予定

R47年度頃から更新予定
(水需要に応じて統廃合を検討)

R68年度頃から更新予定
(水需要に応じて統廃合を検討)

配水

R37年度頃から更新予定
(水需要に応じて統廃合を検討)

R16年度頃から更新予定

R69年度頃から更新予定
(水需要に応じて統廃合を検討)

管路、給水施設 R14年度から更新予定

管路、給水施設 R15年度から更新予定

給水施設 R6年度に整備予定

管路、給水施設 R11年度から更新予定

管路、給水施設 R12年度から更新予定

管路、給水施設 R13年度から更新予定

施設名 備考

管路、給水施設 R元年度から更新

管路、給水施設 R7年度から更新予定
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地区 種別 施設名
法定の

更新時期
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

浄水 粟井浄水場 R45

配水 粟井配水池 R45

宮浦中継ポンプ場 R21

接合井 R35

浄水 怒和浄水場 R56

配水 怒和配水池 R57

浄水 津和地浄水場 R43

配水 津和地配水池 R43

二神浄水場 R39

二神海水淡水化施設 H24

二神第１配水池 R16

二神第２配水池 R39

浄水 睦月浄水場 R17

配水 睦月配水池 R17

浄水 野忽那浄水場 R19

配水 野忽那配水池 R19

睦月

R35年度頃から更新予定

R35年度頃から更新予定

野忽那

R38年度頃から更新予定

R38年度頃から更新予定

津和地

R61年度頃から更新予定

R61年度頃から更新予定

二神

浄水

R57年度頃から更新予定

R14年度頃から更新予定
(水需要に応じて統廃合を検討)

配水

休止中

R57年度頃から更新予定

備考

粟井

R63年度頃から更新予定

R63年度頃から更新予定

怒和

導水

R59年度頃から更新予定

R73年度頃から更新予定

R74年度頃から更新予定

R75年度頃から更新予定
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２ 投資・財政計画 
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)+

(F
)

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

支
払

利
息

そ
の

他

支
出

計 (A
)-

(B
)

(C
)+

(F
)-

(G
)

単
年

度
実

質
収

支

資
産

維
持

費
実

額

資
産

維
持

費
所

要
額

特
別

利
益

特
別

損
失

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
 (

B
)-

(A
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

構
造

物
・

設
備

そ
の

他

職
員

給
与

費

管
路

収
入

計

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

固
定

資
産

売
却

代
金

企
業

債
償

還
金

支
出

計

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

他
会

計
出

資
金

営
業

外
収

益

補
助

金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

料
金

収
入

そ
の

他

経
常

損
益

営
業

収
益

収
入

計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

経
費

繰
越

利
益

剰
余

金

特
別

損
益

(D
)-

(E
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
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